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平成２９年度第４回教育委員会定例会 会議録 

 

 

◇ 開催年月日 平成２９年７月２０日（木）  １６時００分開会 

１６時４０分閉会 

 

◇ 開催の場所 ふるさと考古歴史館 

 

 

◇ 出席者  

教育長        杉元 羊一 

委員（職務代理者）  津曲 貞利       

委員         髙島 まり子      

委員         桃木野 聡 

委員         立元 千帆  

          

 

◇ 説明のため出席した者の職氏名 

    管理部長     緒方 康久    教育部長     中﨑 新一郎 

    総務課長     橋口 訓彦    文化財課長    川原 祐明     

美術館副館長   山西 健夫    図書館副館長   馬立 由紀     

学務課長     大脇 俊朗    学校教育課長   谷口 幸一郎    

保健体育課長   米森 基     青少年課長    山下 敦宏     

生涯学習課長   吉松 健二    少年自然の家所長 永吉 眞一     

 

◇ 書記 

   総務課主幹    堀田 竜也    総務課主査    久家 加奈子 
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◇ 議事日程 

１ 開 会 

２ 会議成立の宣告  

３ 会議録署名者の指名 

４ 会議の公開等について 

５ 議 案 

  定第１８号議案  鹿児島市立美術館協議会委員の委嘱の件 

定第１９号議案  代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市社会教育委員の解嘱及び委嘱について〕 

定第２０号議案  鹿児島市立図書館条例施行規則一部改正の件 

６ 報告事項 

(1) 鹿児島湾直下地震（震度５強）の被害状況等について 

(2) 市立図書館雑誌スポンサー制度について 

(3) 市議会関係の審議結果等について 

(4) 教育委員会関係の主な行事について 

７ その他  

８ 閉 会 
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◇ 会議要旨 

 

１ 開会 

教育長  それではただいまから、平成２９年度第４回教育委員会定例会を開会いたし

ます。 

 

２ 会議成立の宣言 

教育長  本日は津曲委員が遅れてご出席ということですが、定足数に達しております

ので、会議は成立しております。 

３ 会議録署名者の指名 

教育長  本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。本日の会議録署名は、髙

島委員と桃木野委員にお願いいたします。 

 

４ 会議の公開等について 

教育長  次に、会議の非公開についてですが、本日審議する定第１８～１９号議案は

人事・人選に関する案件でありますので、非公開で傍聴を禁止する取扱いとし

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

 教育長  ご異議もないので、そのように取り扱います。 

 

５ 議案 

定第１８号議案  鹿児島市立美術館協議会委員の委嘱の件 

原案可決 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

定第１９号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市社会教育委員の解嘱及び委嘱について〕     

承 認 

【 本 議 案 は 非 公 開 】 

 

 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

定第２０号議案 鹿児島市立図書館条例施行規則一部改正の件 

原案可決 

 

教育長  次に、定第２０号議案について説明をお願いします。 

事務局  議案書の７ページをお開きください。定第２０号議案、「鹿児島市立図書館

条例施行規則の一部改正の件」について、ご説明いたします。７ページの改正
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理由につきましては、「オンラインデータベースサービスの開始に伴い、関係

条文の整理及び様式を追加する」ものであり、オンラインデータベースとは、

パソコンのインターネットを通じて新聞記事等の閲覧・検索ができるものでご

ざいます。少しとびまして、１０ページをお開きください。左側が現行、右側

が改正後になります。鹿児島市立図書館条例施行規則第７条第３項において

「視聴覚資料」を「視聴覚資料等」に、「様式第２」を「様式第２－１」に変

更し、その次に「、又はオンラインデータベース端末利用申込書（様式２－２）」

を追加いたしました。その下が様式第２（視聴覚資料申込書）となっておりま

す。１１ページが今回新たに追加となった「オンラインデータベース端末利用

申込書」様式第２－２でございます。鹿児島市教育委員会事務委任等規則第２

条第２項の規定によりまして、これを教育委員会へ報告し、その承認を求める

ものでございます。以上で説明を終わります。よろしく、ご審議のうえ、ご承

認をいただきますようにお願いいたします。 

教育長  ただいまの説明について、何かご質疑はありませんか。 

委員   新たにオンラインデータベース端末利用というのが始まるということです

か。 

事務局  今、視聴覚資料というものをサービスしているのですけれども、ＣＤとＤＶ

Ｄを主に見ることができ、聞いたり映画等を見たりというサービスを視聴覚資

料でしているのですが、そこのコーナーに新たにパソコンを２台設置しまして、

例えば南日本新聞等の過去の記事を検索したりということができるサービス

でございます。 

委員   内容としましては、新聞記事だけですか。 

事務局  南日本新聞データサービス、聞蔵ビジュアルと申しまして、朝日新聞の記事、

日経テレコンと申しまして日経新聞の記事検索できます。また官報情報検索サ

ービスの記事が検索できます。 

教育長  他にございませんでしょうか。 

委員   南日本新聞のデータを検索して印刷できるのですか。 

事務局  鹿児島市立図書館では印刷ができるサービスとしております。その場合、１

枚白黒ですと１０円の印刷費は負担していただくということになります。 

教育長  他に委員の皆様からございませんでしょうか。他になければ定第２０号議案

については原案どおりとすることにご異議ありませんか。 

    （異議なしの声） 

教育長  ご異議もないので、本件は原案どおりといたします。 

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

 

６ 報告事項 

(1)   鹿児島湾直下地震（震度５強）の被害状況等について 

 

教育長  次に報告事項（１）について説明をお願いします。 
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事務局  鹿児島湾直下地震（震度５強）の被害状況等について報告させていただきま

す。まず、地震の概要ですが平成２９年７月１１日午前１１時５６分でした。

震源地は鹿児島湾でマグニチュード５．３、最大震度は喜入町で震度５強を記

録しております。これに伴います学校の被害ですが、２の（１）人的被害につ

いてはございませんでした。物的被害につきましては、渡り廊下等のモルタル

が落下、西谷山小学校など９校、窓ガラスの破損が松元小学校など２校、その

他天井材のずれ等、清水小学校など５校でございました。地震発生時の学校及

び教育委員会の対応状況につきましては、学校におきましては児童生徒は机の

下に隠れるなどの身体の安全を確保し、揺れが収まった後に校庭に避難いたし

ました。また余震に備え、避難方法等の再確認を校庭や教室で実習した後、学

校施設の被害調査及び危険個所の立ち入り制限を実施しております。また教育

委員会におきましては、市立の小・中・高全校長宛に一斉にメールを送信いた

しまして、被害状況等確認をしております。また所管の体育施設等の被害その

他の情報を、市危機管理課及び県教育委員会へ報告をしたところでございます。

以上でございます。 

教育長  この件に関しまして、お聞きになりたいことがありましたらご質問ください。 

委員   鹿児島市立の学校の建物について耐震の対策というのは全て把握している

のでしょうか。全校長宛に一斉メール送信されているということですけれども、

子ども達の状況などを全保護者に連絡する手段というのはすでに確立されてい

るのでしょうか。 

事務局  耐震につきましては完了しております。 

教育長  メールにつきまして、どういったときにメールを発信するということで想定

しているのかお答えください。 

事務局  今回の地震発生では、まず避難が大事だろうということで、全学校長に緊急

災害メールを送信したところです。子どもに被害はないか、学校は大丈夫か、

もし何かありましたら、すぐこちらに連絡をくださいというメールを速やかに

送ったところでございます。保護者への連絡手段につきましては、学校ごとに

対応しております。 

教育長  私立の学校は保護者とのダイレクトメールのシステムを持っているようで

すが、公立の学校はその辺は把握できていないと思います。まだまだ整備しな

いといけない部分があるかもしれませんけれども、連絡網というかたちが一般

的だと思うのですが、個別の学校で進んでいるような状況はありますか。それ

から話が戻りますが、保健体育課が年度初めに一斉送信した試験メールは具体

的にどんな場面を想定されているのですか。 

事務局  地震や火山の噴火等を想定して学期の始めに全学校の校長に送ったところ

でございます。今回はこういう事態でしたので実践というかたちで行いました。 

教育長  学校個別の保護者との緊急の連絡網については、どのような実態かというこ

とを確認していきたいと思いますけれども、個人情報等もありまして、一覧表

を作れない、配れないという状況もありますのでその辺も確認して次の定例会

で報告させていただきます。 
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教育長  他にございませんでしょうか。 

    （なしの声あり） 

 

  ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

(2)   市立図書館雑誌スポンサー制度について 

 

 教育長  次に報告事項（２）について説明をお願いします。 

 事務局  市立図書館雑誌スポンサー制度についてご報告いたします。まず、概要とい

たしましては、雑誌に対する市民ニーズの高さを踏まえ、現在購入している雑

誌の中から民間事業者等に複本（２冊目）を購入、寄付してもらう。雑誌スポ

ンサーから提供を受けた雑誌は、カバーに広告を掲載し、専用のコーナーを設

けて設置するものでございます。目的でございますが、図書館の雑誌を広告媒

体として活用することにより、図書館資料を充実させ、市民の図書館利用サー

ビスの向上を図るということでございます。対象者ですが、企業及び個人の事

業者、公共団体などを対象として考えております。提供雑誌数及び種類につき

ましては４０誌を予定しており、図書館で購入している全ての雑誌リストから

スポンサーが選ぶこととしております。広告の内容等につきましては、教育委

員会広告掲載等審査会で審査をいたします。広告の提出期間は原則として１年

間となっております。募集方法といたしましては市のホームページ、市民のひ

ろば等で広く一般から募集いたします。スケジュールでございますが、７月下

旬に実施要項及び募集要領の制定ならびに対象となる雑誌リストの選定いたし

ます。８月にかけまして、雑誌スポンサーを募集し、９月に広告掲載等審査会

を開催し雑誌スポンサーを決定しまして１１月から雑誌棚に配置、配架の開始

を予定しております。中核市等の実施状況でございますが、中核市では２８年

度現在２０市で実施しております。県立図書館は２７年４月から実施されてい

るようでございます。以上でございます。 

 教育長  中核市は現在４８市ございます。県内では県立図書館が昨年度からというこ

とです。この報告事項につきまして、委員の皆様からお聞きになりたいことが

ありましたらご質問ください。 

 委員   図書館で購入している全ての雑誌というのは何種類ぐらいあるのですか。 

 事務局  ２８年度現在で２６７誌です。ただ、途中での休刊が結構ございまして、今

精査中ですが募集するときには７・８誌は少なくなっていると思います。 

 教育長  基本的には２６７誌で、数冊が休刊になっている可能性があるということで

すね。その中からスポンサーの方から４０誌選んでいただくということですね。 

 委員   全体の約２６０誌の中から予定としては４０誌程を選ぼうということですけ

れども、これを選ぶのは図書館の方で選ぶのですか。 

 事務局  雑誌につきましては、例えばスポンサーがスポーツ関係の会社ですと、スポ

ーツ関係の雑誌のスポンサーになりたいといったご意向もあると思いますので、

スポンサーに選んでいただくということになります。 
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 教育長  この２００数十冊のリストからスポンサーが選ぶということですね。 

 委員   スポンサーの要望としては４０誌をオーバーする可能性もありますよね。 

 事務局  中核市で今は２０市実施していますが、状況としまして数は非常に少ない状

況です。 

 委員   スポンサーが名乗りを上げるということがさほど多くはないということです

ね。 

 事務局  そうですね。 

 教育長  県立図書館は分りますか。 

 事務局  県立図書館は３７誌です。中核市の平均は３６誌です。 

 委員   ４０誌で収まるだろうということですかね。 

 事務局  ４０誌で押さえようということではございません。もし、希望が多ければ将

来的に全ての雑誌をスポンサーにご提供いただいてもいいかなと思いますが、

現在の目標といたしまして、４０誌ということにしております。 

 教育長  雑誌に対する市民ニーズの高さは、現状としてどれくらいあるのですか。 

 事務局  雑誌コーナーの場所に並べてある雑誌は、例えば週刊誌等の発売日は、開館

前から図書館に並ばれて開館と同時に雑誌コーナーに走って読まれる方がいら

っしゃったり、最新号については貸出をしていないのですが、過去の本につい

ては貸出をしておりまして、雑誌の置いてあるところを開けますとほとんど過

去の雑誌が入っていない状況で、ほぼ貸出中になっております。人気の高い雑

誌の２冊目をご提供頂くことによりまして、市民の方がより雑誌を読む機会が

増えるということになるかと思います。以上です。 

 教育長  他に委員の皆様からスポンサー制度についてございませんでしょうか。 

 委員   １年間だけですか。それともずっと同じスポンサーですか。 

 事務局  原則１年間としてありますが、スポンサーの方からやめたいという申出がな

い限りは引続きということでございます。 

 教育長  他にございませんでしょうか。   

     （なしの声あり） 

   ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 

(3)   市議会関係の審議結果等について 

(4)   教育委員会関係の主な行事について 

 

 教育長  次に報告事項（３）及び（４）について、説明をお願いします。 

 事務局  報告事項（３）の市議会関係の審議結果等について、ご説明いたします。平

成２９年第２回市議会定例会が、６月１３日から６月２９日までの１７日間開

催されました。この議会におきまして、平成２９年度鹿児島市一般会計補正予

算の教育委員会関係の議案が原案どおり可決されたところでございます。市議

会関係については以上です。 

      つづきまして、報告事項（４）の教育委員会関係の主な行事につきましてご

説明いたします。まず、「青少年のための科学の祭典鹿児島２０１７」を市立科
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学館におきまして、７月２２日、２３日に行います。この期間中は入館料、観

覧料とも無料となっております。次に、兄弟都市等との交流といたしまして、

大垣市との交流では、中学生親善使節団の受入と派遣がございます。また、兄

弟都市である鶴岡市とは、１年おきに交互に親善使節団を派遣しておりますが、

今年度は鶴岡市へ使節団を派遣することとしております。次に、市立美術館に

おきまして、７月２５日から９月３日まで、特別企画展を開催することとして

おります。次に、人権啓発講演会をサンエールかごしまで７月２９日に開催い

たします。次に、かごしま創志塾第１ステージを少年自然の家を拠点として８

月１日から８月７日まで行います。中学生１６人、高校生８人の計２４人が参

加予定でございます。次に、平成２９年度全国中学校体育大会第５７回全国中

学校水泳競技大会が鴨池公園水泳プールにおいて８月１７日から１９日にかけ

て開催されます。最後に、鹿児島市教育講演会を市民文化ホールで８月２２日

に開催いたします。以上でございます。 

 教育長  ただいまの報告事項（３）及び（４）についてお聞きになりたいことがあり

ましたらご質問ください。 

     （なしの声あり） 

 教育長  その他委員の皆様からございませんでしょうか。 

     （なしの声あり） 

 

７ その他 

教育長  最後に、事務局からありますか。 

事務局  事務連絡が２点ございます。九州地区市町村教育委員会研修大会が８月３日、

４日に宮崎市で開催されます。委員の皆様は３日のみご出席いただくかたちと

なっております。また、８月の定例会は８月１７日木曜日１６時３０分から予

定しております。以上でございます。 

 

８ 閉会 

教育長  それでは、以上をもちまして、本日の定例会を終了いたします。 

【以上】 

 

 

 


